
医療事故防止等に係る代替新規により、「プロチカゾン点鼻液50μg28噴霧用」は

「フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日医工」28噴霧用」(平成21年

9月25日薬価収載)に販売名変更になりました。

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日医工」28噴霧用

生物学的同等性に関する資料



プロチカゾン点鼻液50μg28噴霧用(日医工株式会社製)及び標準製剤(点鼻液，2.04mg/4mL)の生物

学的同等性について，ラットのIgE関与鼻粘膜血管透過性亢進モデルを用いて検討した。

これらのことより，「プロチカゾン点鼻液50μg28噴霧用」及び標準製剤(点鼻液，2.04mg/4mL)

は生物学的に同等であると判断された。





 
      

                 

プロチカゾン点鼻液50μg28噴霧用(日医工株式会社製)及び標準製剤(点鼻液，2.04mg/4mL)の生物

学的同等性について，モルモットのIgG1関与鼻腔抵抗上昇モデルを用いて検討した。1

これらのことより，「プロチカゾン点鼻液50μg28噴霧用」及び標準製剤(点鼻液，2.04mg/4mL)

は生物学的に同等であると判断された。




